
国による施策の実施

※内閣総理大臣による関係行政機関の長に対する必要な勧告

国の他の計画

※国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるべき
ものとして、国土強靱化基本計画を定めること。

○策定手続
◆ 案の作成（推進本部）
※ 都道府県、市町村等の意見聴取

※ 透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性
及び合理性を勘案して、施策の優先順位を定め、
その重点化を図る。

◆閣議決定
○記載事項

・ 対象とする施策分野
・ 施策策定に係る基本的指針
・ その他施策の総合的・計画的推進のために
必要な事項

国土強靱化基本計画の策定

※ 国土強靭化に関する施策の総合的・計画的推進のため、内閣に、国土強靱化推進本部を設置。
【本部長】内閣総理大臣 【副本部長】内閣官房長官,国土強靱化担当大臣,国土交通大臣 【本部員】他の国務大臣

※ 本部は、関係行政機関の長等に対し、資料提出その他の必要な協力を求めることができる。

国土強靱化推進本部の設置

強くしなやかな国民生活の実現を図るための
防災・減災等に資する国土強靱化基本法 概要

※ 国土強靱化に係る都道府県・市町村の
他の計画等の指針となるべきものとして、
国土強靱化地域計画を定めることができる。
［ 都道府県・市町村が作成 ］

国土強靱化地域計画の策定

指針となる

評価結果に
基づき策定

※ 国土強靱化基本計画の案の作成に当
たり、推進本部が実施。
・ 推進本部が指針を作成。
・ 最悪の事態を想定し、総合的・客観的に行う。
・ 関係行政機関の協力を得て実施。

脆弱性評価の実施

調
和

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他
迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に
資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規
模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと
等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならないこと。

基本理念

都道府県・市町村の他の計画

指針となる

（国土強靱化基本計画を基本とする）

○ 国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討
○ 国民及び諸外国の理解の増進

その他

基本方針

施策の策定・実施の方針

都道府県・市町村による施策の実施

・人命の保護が最大限に図られること。

・国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、
維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続
可能なものとなるようにすること。

・国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。

・迅速な復旧復興に資すること。

・施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する
施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制
を早急に整備すること。

・取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされるこ
とにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は
緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。

・財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施
に配慮して、その重点化を図ること。

・大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行うこと。
・人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進

すること。
・科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の

普及を図ること。

・既存社会資本の有効活用等により、費用の縮減を図ること。
・施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
・地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮

すること。
・民間の資金の積極的な活用を図ること。

脆弱性評価の
結果の検証
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